
今後の地域医療構想の進め方に関する説明会
資料

令和４年８月５日（金）１９：００～２０：００

地域医療構想の推進について

① 地域医療構想の概要
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③ 今後の進め方 厚生労働省通知
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⑥ 令和３年度病床機能報告の結果
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⑨ 令和４年度病床機能報告・外来機能報告のスケ
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⑩ 地域医療構想に関する補助事業の募集

⑪ 地域医療構想と令和４年度診療報酬改定

⑫ 在宅医療・介護提供体制

⑬ 医師の働き方改革
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⑮ 対応方針に関するアンケート調査
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地域医療構想の概要
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2025年の福井県の人口構成
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15歳未満

３３％
2015年 2025年 減少率

福井 79万人 73万人 △7.6%

全国 1億2,711万人 1億2,066万人 △5.1%

出典：国勢調査（速報）、国立社会保障・人口問題研究所（平成25年3月推計）
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地域医療構想における必要病床数

・２０２５年の患者数および必要病床数は、法令で定められている方法に基づき、レセプトデータ等を活用し病床

機能区分ごとに算定

・医療機関が病床転換や在宅医療等の充実に取り組む際の方向性を示すもの。機械的に削減を求めるものではない。

・急性期から回復期への転換、慢性期病床から介護施設・在宅医療への移行など病床の機能分化・連携が重要

福 井 県 2014年 病床数
2025年 入院患者数

（人/日）
2025年 必要病床数 2014年からの増減

高度急性期 １，２９３床 ５５１人 ７３５床 △５５８床

急 性 期 ４，６６１床 ２，００９人 ２，５７６床 △２，０８５床

回 復 期 ９４０床 ２，３８１人 ２，６４６床 ＋１，７０６床

慢 性 期 ２，８０２床 １，５０３人 １，６３４床 △１，１６８床

休 床 ３７２床 ― ０床 △３７２床

合 計 １０，０６８床 ６，４４４人 ７，５９１床 △２，４７７床

※ 2014年の病床数は、2014年度の病床機能報告（各医療機関からの報告）に基づき記載

※ 必要病床数は、患者数の推計値を病床稼働率で割り戻したもの（高度急性期：75％ 急性期：78％ 回復期：90％ 慢性期：92％）
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二次医療圏ごとの必要病床数 ①

二次医療圏 医療機能 2014年 病床数 2025年 必要病床数 2014年からの増減

福井・坂井

高度急性期 １，２７５ ５８８ △６８７

急 性 期 ２，６３０ １，６９１ △９３９

回 復 期 ５５８ １，５０２ ＋９４４

慢 性 期 １，３４４ ８７１ △４７３

休 床 １５５ ０ △１５５

合 計 ５，９６２ ４，６５２ △１，３１０

二次医療圏 医療機能 2014年 病床数 2025年 必要病床数 2014年からの増減

奥 越

高度急性期 ０ １６ ＋１６

急 性 期 ３０３ １２９ △１７４

回 復 期 ６８ １８１ ＋１１３

慢 性 期 ８０ ９３ ＋１３

休 床 ９３ ０ △９３

合 計 ５４４ ４１９ △１２５

（単位：床）
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二次医療圏ごとの必要病床数 ②

二次医療圏 医療機能 2014年 病床数 2025年 必要病床数 2014年からの増減

嶺 南

高度急性期 １８ ７６ ＋５８

急 性 期 ８５４ ３３３ △５２１

回 復 期 ５９ ３８６ ＋３２７

慢 性 期 ６５８ ２８４ △３７４

休 床 ５９ ０ △５９

合 計 １，６４８ １，０７９ △５６９

二次医療圏 医療機能 2014年 病床数 2025年 必要病床数 2014年からの増減

丹 南

高度急性期 ０ ５５ ＋５５

急 性 期 ８７４ ４２３ △４５１

回 復 期 ２５５ ５７７ ＋３２２

慢 性 期 ７２０ ３８６ △３３４

休 床 ６５ ０ △６５

合 計 １，９１４ １，４４１ △４７３

（単位：床）
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地域医療構想に係るこれまでの主な経緯

時 期 内 容

２０１６年 ５月
第７次福井県医療計画の一部として地域医療構想を策定

（以降、県の保健所単位の地域医療構想調整会議を中心に、病床の機能分化や連携について協議）

２０１７年 ３月 新公立病院改革プランの策定（地域医療構想を踏まえた役割、病床機能、経営効率化などを記載）

２０１７年１２月 公的医療機関等２０２５プラン策定（地域医療構想を踏まえた役割、病床機能などを記載）

２０１９年 １月～ 厚生労働省は、公立・公的医療機関の対応方針について議論を開始

２０１９年 ９月２６日
厚生労働省は、急性期医療の実績等を踏まえ、再編・統合等の議論が必要な公立・公的医療機関を

公表。本県では、４病院が対象（あわら病院、三国病院、織田病院、若狭高浜病院）

２０２０年 １月１７日
厚生労働省は、再検証対象医療機関の具体的対応方針について、地域医療構想調整会議で議論し、

２０２０年秋ごろまでに整理するよう各都道府県に要請

２０２０年 ８月３１日
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、公立・公的病院の再検証の時期を含め、地域

医療構想の進め方について改めて整理すると通知

２０２２年 ３月２４日

厚生労働省は、主に次の内容を通知

・２０２２年度および２０２３年度において、民間医療構想も含めて地域医療構想にかかる各医療

機関の対応方針の策定や検証・見直しを行うこと。

・第８次医療計画（２０２４年度～）の策定作業が２０２３年度に進められるため、新興感染症

等対応の機能分化・連携に関する議論を行うこと。

・地域医療構想は、病床削減や統廃合ありきではなく、地域の実情を踏まえ主体的に進めるもの。厚生

労働省はその取組を支援

２０２２年 ３月２９日
総務省は、病院事業を設置する地方公共団体に対し、公立病院経営強化プランの策定を要請（地域

医療構想と整合的であることが必要）
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今後の地域医療構想の進め方について（R4.3.24 厚生労働省通知のポイント）

項 目 各都道府県に示す内容

基本的考え方

〇 今後、都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までかけて

進められる際、各地域で記載事項追加（新興感染症等対応）などに向けた検討や病床の機能分化・連携に

関する議論等を行っていただく必要がある。

〇 その作業と併せ、 2022年度および2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医

療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行う 。

〇 地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を

進めるものである。

〇 2024年度から医師の時間外労働の上限規制が適用。各医療機関において上限規制を遵守しながら、医療

提供体制の維持・確保を行うには、地域全体で病床の機能分化・連携などの取組を進めることが重要

公立病院
〇 公立病院（病院事業を設置する地方公共団体）は、「公立病院経営強化プラン」を対応方針として策定

した上で、地域医療構想調整会議において協議する。

地域医療構想調整会議
〇 今般の新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、 地域医療構想調整会議の運営は、感染防止対策を徹底

するとともに、医療従事者等の負担に配慮する 。オンラインによる開催も検討すること。

検討状況の公表等

〇 検討状況は、 定期的に公表。2022年度においては、 2022年９月末および2023年３月末時点における

検討状況を別紙様式に記入し 、厚生労働省に報告。各都道府県もホームページ等で公表

〇 各都道府県の検討状況は、今後、国のワーキンググループ等に報告を予定

〇 様式に定める事項以外にも厚生労働省において、随時状況の把握を行う可能性がある。

その他
〇 第８次医療計画の策定に向け、国において「基本方針」や「医療計画作成指針」の見直しに関する議論を

行っているが、この検討状況については適宜情報提供
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県から国への検討状況報告様式
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報告様式 留意事項

（注１）

「合意」とは、地域医療構想調整会議において、対応方針の協議が整うことをいう。

（注２）

「公立・公的医療機関等」は、以下のとおり。

・都道府県、市町村、地方独立行政法人、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、日本

赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会

事業協会、共済組合およびその連合会、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険組合および

その連合会、国民健康保険組合およびその連合会、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立

行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構が設置する病院および有床診療所

・特定機能病院および地域医療支援病院（医療法人を含むすべての開設者が対象）

（注３）

報告対象には、有床診療所を含む。
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福井県における今後の地域医療構想の進め方

・国は、各都道府県が第８次医療計画の策定作業に必要となる「基本方針」や「医療計画作成指針」について、

令和４年度中に取りまとめる予定。

・この中で、今後の新興感染症等の対応に必要となる病床の考え方や確保数の基準が示されることが想定される

ため、それまでは具体的かつ深い議論をすることは難しい。

・よって、各年度の進め方を次のようにしたい。

・県内６７病院および５４有床診療所に対し、国の要請内容を説明

・令和３年度病床機能報告の結果、地域医療構想の推進にかかる支援制度などを説明

・各医療機関における対応方針に関するアンケート調査を実施

・アンケート結果を各医療機関および地域医療構想調整会議で共有し、今後の進め方の議論を開始

【令和４年度】：対応方針策定に向けた議論の開始

・令和４年度に策定される国の「基本方針」や「医療計画作成指針」を踏まえ、感染症病床の確保など各医療

機関の役割分担を議論

・上記の議論を踏まえ、令和４年度にご提出いただく各医療機関における対応方針に関するアンケート結果を

ブラッシュアップし、対応方針を策定

【令和５年度】：第８次医療計画の策定作業に合わせた対応方針策定
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病床機能報告制度
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病床機能報告に関する留意点

〇 報告対象となる医療機関は、毎年７月１日時点で一般病床、療養病床を有する病院および有床

診療所

〇 医療法上の許可病床として一般病床または療養病床を有しているものの、休床中の医療機関も

報告対象

〇 有床診療所については、施設全体を１病棟と考え、施設単位で報告

〇 病床機能報告は、医療機関それぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、地域における医療

機能の分化・連携を進めることを目的として行われるもの。

病床機能報告においていずれの医療機能を選択しても、診療報酬上の⼊院料等の選択等に影響

を与えることはない。

〇 診療報酬上では、看護人員配置が手厚いほど医療密度の濃い医療を提供することが期待されて

点数が設定されているが、病床機能報告においては、看護人員配置が手厚い場合でも実際に提供

されている医療機能を踏まえて報告
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令和３年度病床機能報告の結果（福井県全域）

15

休床, 372 329 256 64 

慢性期, 2,802 
1,938 2,038 1,960 1,634 

回復期, 940 
1,820 1,718 1,895 2,646 

急性期, 4,661 
4,046 3,944 3,750 2,576 

高度急性期, 1,293 
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福井県 全域

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

休床

病床機能 2020年→2021年病床増減 2021年→2025年病床増減 2025年必要病床との比較

高度急性期 +0床 △ 1床 +190床超過

急性期 △ 102床 △ 194床 +1,174床超過

回復期 △ 102床 +177床 △ 751床不足

慢性期 +100床 △ 78床 +326床超過

休床 △ 73床 △ 192床 +64床超過

計 △ 177床 △ 288床 +1,003床超過



令和３年度病床機能報告の結果（福井・坂井構想区域）
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休床, 155 167 98 11 

慢性期, 1,344 
989 1,041 1,012 871 

回復期, 558 1,033 1,002 1,049 1,502 

急性期, 2,630 2,440 2,392 2,298 1,691 

高度急性期, 1,275 
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福井・坂井 構想区域

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

休床

病床機能 2020年→2021年病床増減 2021年→2025年病床増減 2025年必要病床との比較

高度急性期 +0床 △ 1床 +319床超過

急性期 △ 48床 △ 94床 +607床超過

回復期 △ 31床 +47床 △ 453床不足

慢性期 +52床 △ 29床 +141床超過

休床 △ 69床 △ 87床 +11床超過

計 △ 96床 △ 164床 +625床超過



令和３年度病床機能報告の結果（奥越構想区域）
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慢性期

休床

病床機能 2020年→2021年病床増減 2021年→2025年病床増減 2025年必要病床との比較

高度急性期 +0床 +0床 △ 16床不足

急性期 +0床 +0床 +131床超過

回復期 △ 49床 +30床 △ 91床不足

慢性期 +45床 △ 49床 △ 49床不足

休床 △ 8床 +0床 +15床超過

計 △ 12床 △ 19床 △ 10床不足



令和３年度病床機能報告の結果（丹南構想区域）
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丹南 構想区域

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

休床

病床機能 2020年→2021年病床増減 2021年→2025年病床増減 2025年必要病床との比較

高度急性期 +0床 +0床 △ 55床不足

急性期 △ 4床 △ 95床 +144床超過

回復期 △ 22床 +78床 △ 134床不足

慢性期 +19床 △ 19床 +110床超過

休床 +0床 △ 72床 +38床超過

計 △ 7床 △ 108床 +103床超過



令和３年度病床機能報告の結果（嶺南構想区域）
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嶺南 構想区域

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

休床

病床機能 2020年→2021年病床増減 2021年→2025年病床増減 2025年必要病床との比較

高度急性期 +0床 △ 6床 △ 64床不足

急性期 △ 50床 △ 5床 +292床超過

回復期 +0床 +22床 △ 73床不足

慢性期 △ 16床 +19床 +124床超過

休床 +4床 △ 33床 +0床不足

計 △ 62床 △ 3床 +279床超過



令和２年度と令和３年度の病床機能の比較①

病床順 区分 医療機関
令和2年7月1日 令和3年7月1日 令和2年度と令和3年度の差（R3-R2）

総病床
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休床 総病床
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休床 総病床
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休床

1 病院 福井県立病院 601 52 479 70 0 0 601 52 479 70 0 0 0 0 0 0 0 0

2 病院 福井大学医学部附属病院 559 369 190 0 0 0 559 369 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 病院 福井赤十字病院 586 238 282 0 0 66 520 238 282 0 0 0 -66 0 0 0 0 -66

4 病院 福井県済生会病院 456 188 229 39 0 0 456 188 229 39 0 0 0 0 0 0 0 0

5 病院 公立小浜病院 346 12 234 50 50 0 346 12 234 50 50 0 0 0 0 0 0 0

6 病院 市立敦賀病院 330 6 253 71 0 0 330 6 253 71 0 0 0 0 0 0 0 0

7 病院 福井総合病院 315 0 195 120 0 0 315 0 195 120 0 0 0 0 0 0 0 0

8 病院 木村病院 233 0 48 55 130 0 233 0 48 55 130 0 0 0 0 0 0 0

9 病院 岩井病院 222 0 42 0 180 0 222 0 0 0 222 0 0 0 -42 0 42 0

10 病院 敦賀医療センター 266 0 136 0 120 10 220 0 86 0 120 14 -46 0 -50 0 0 4

11 病院 福井循環器病院 199 61 104 0 0 34 199 61 104 0 0 34 0 0 0 0 0 0

12 病院 福井勝山総合病院 199 0 158 41 0 0 199 0 158 41 0 0 0 0 0 0 0 0

13 病院 林病院 206 0 45 161 0 0 199 0 45 154 0 0 -7 0 0 -7 0 0

14 病院 中村病院 199 0 171 28 0 0 199 0 171 28 0 0 0 0 0 0 0 0

15 病院 公立丹南病院 175 0 175 0 0 0 175 0 128 47 0 0 0 0 -47 47 0 0

16 病院 あわら病院 172 0 0 52 120 0 172 0 0 52 120 0 0 0 0 0 0 0

17 病院 広瀬病院 166 0 0 32 134 0 166 0 0 32 134 0 0 0 0 0 0 0

18 病院 福井厚生病院 158 0 82 76 0 0 162 0 86 76 0 0 4 0 4 0 0 0

19 病院 田中病院 148 0 52 0 96 0 148 0 52 0 96 0 0 0 0 0 0 0

20 病院 春江病院 137 0 60 77 0 0 137 0 60 77 0 0 0 0 0 0 0 0

21 病院 木村病院 133 0 50 0 83 0 133 0 50 0 83 0 0 0 0 0 0 0

22 病院 嶋田病院 117 0 0 117 0 0 117 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0

23 病院 泉ヶ丘病院 116 0 33 50 33 0 116 0 33 50 33 0 0 0 0 0 0 0

24 病院 大滝病院 110 0 33 77 0 0 110 0 33 77 0 0 0 0 0 0 0 0

25 病院 福井リハビリテーション病院 109 0 0 49 60 0 109 0 0 49 60 0 0 0 0 0 0 0

26 病院 坂井市立三国病院 105 0 50 55 0 0 105 0 50 55 0 0 0 0 0 0 0 0

27 病院 笠原病院 103 0 0 43 60 0 103 0 43 0 60 0 0 0 43 -43 0 0

28 病院 福井愛育病院 102 0 102 0 0 0 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 病院 レイクヒルズ美方病院 100 0 0 42 58 0 100 0 0 42 58 0 0 0 0 0 0 0

30 病院 福井温泉病院 90 0 0 0 90 0 90 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0

31 病院 斎藤病院 90 0 50 0 40 0 90 0 50 0 40 0 0 0 0 0 0 0

32 病院 若狭高浜病院 90 0 0 40 50 0 90 0 0 40 50 0 0 0 0 0 0 0

33 病院 安川病院 80 0 0 47 33 0 80 0 0 47 33 0 0 0 0 0 0 0

34 病院 つくし野病院 69 0 47 0 22 0 69 0 47 0 22 0 0 0 0 0 0 0

35 病院 さくら病院 63 0 0 29 34 0 63 0 0 29 34 0 0 0 0 0 0 0

36 病院 高村病院 63 0 30 0 33 0 63 0 30 0 33 0 0 0 0 0 0 0

37 病院 宮崎病院 60 0 30 0 30 0 60 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0

38 病院 田中病院 76 0 0 0 76 0 60 0 0 0 60 0 -16 0 0 0 -16 0
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令和２年度と令和３年度の病床機能の比較②

病床順 区分 医療機関
令和2年7月1日 令和3年7月1日 令和2年度と令和3年度の差（R3-R2）

総病床
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休床 総病床
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休床 総病床
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休床

39 病院 藤田記念病院 74 0 74 0 0 0 59 0 59 0 0 0 -15 0 -15 0 0 0

40 病院 光陽生協病院 57 0 0 57 0 0 57 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0

41 病院 越前町国民健康保険織田病院 55 0 55 0 0 0 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 病院 福井中央クリニック 50 0 20 0 30 0 50 0 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0

43 病院 福井県こども療育センター 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0

44 病院 松田病院 49 0 0 49 0 0 49 0 0 0 49 0 0 0 0 -49 49 0

45 病院 尾崎病院 56 0 0 0 48 8 44 0 0 0 44 0 -12 0 0 0 -4 -8

46 病院 冨永病院 42 0 0 0 42 0 42 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0

47 病院 阿部病院 42 0 42 0 0 0 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 病院 広瀬病院 41 0 41 0 0 0 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 病院 加納病院 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0

50 病院 藤田神経内科病院 40 0 40 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0 -40 40 0 0

51 病院 今立中央病院 37 0 0 0 37 0 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0

52 病院 高野病院 34 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0

53 病院 相木病院 34 0 0 0 34 0 34 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0

54 病院 福仁会病院 33 0 0 0 33 0 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0

55 病院 奥村病院 33 0 0 33 0 0 33 0 33 0 0 0 0 0 33 -33 0 0

56 病院 池端病院 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0

57 病院 伊部病院 23 0 0 0 23 0 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

58 診療所 吉水整形外科医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 診療所 山内整形外科 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 診療所 ホーカベレディースクリニック 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 診療所 梅田整形外科医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 診療所 荒川整形外科医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 診療所 福井総合クリニック 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0

64 診療所 安土整形外科医院 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0

65 診療所 大森整形外科リウマチ科 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 診療所 駅東整形外科 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0

67 診療所 久保田内科医院 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

68 診療所 畑内科 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

69 診療所 宮崎整形外科医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 診療所 片山整形外科 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 -19 19 0

71 診療所 ひらい内科消化器科医院 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0

72 診療所 大月産婦人科クリニック 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 診療所 あすわクリニック 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0

74 診療所 佐藤整形形成外科 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 診療所 打波外科胃腸科婦人科 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 診療所 吉田医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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令和２年度と令和３年度の病床機能の比較③

病床順 区分 医療機関
令和2年7月1日 令和3年7月1日 令和2年度と令和3年度の差（R3-R2）

総病床
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休床 総病床
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休床 総病床
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休床

77 診療所 中瀬整形外科医院 19 0 0 19 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 19 -19 0 0

78 診療所 東外科医院 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0

79 診療所 尾崎整形外科 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0

80 診療所 芳野医院 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 診療所 越前外科内科医院 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

82 診療所 藤井医院 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

83 診療所
南越前町国民健康保険今庄診療
所

19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 診療所 藤田医院 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

85 診療所 岩堀メディカルオフィス 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 診療所 土川整形外科医院 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

87 診療所 品川クリニック 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 -19 19 0

88 診療所 斎藤医院 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0

89 診療所 東武内科外科クリニック 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 診療所 和久野医院 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

91 診療所 若狭町国民健康保険上中診療所 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0

92 診療所
おおい町保健・医療・福祉総合
施設診療所

19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0

93 診療所 井上クリニック 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 診療所 中山クリニック 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0

95 診療所 本多レディースクリニック 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 診療所 いわき医院 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0

97 診療所 春日レディスクリニック 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 診療所 鈴木クリニック 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 診療所 福島泌尿器科医院 15 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

100 診療所 佐々木胃腸科外科医院 15 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

101 診療所 井元産婦人科医院 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 診療所 たなか整形外科・眼科 19 0 19 0 0 0 12 0 12 0 0 0 -7 0 -7 0 0 0

103 診療所 西ウイミンズクリニック 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 診療所 齋藤眼科 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 診療所 宇野医院 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

106 診療所 三宅眼科医院 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 診療所 中永医院 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

108 診療所 鯖江清水眼科 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 診療所 花岡医院 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

110 診療所 高波耳鼻咽喉科医院 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 -3

111 診療所 まつむら眼科クリニック 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃止 診療所 つながるクリニック 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 0 -12 0

計 9,059 926 4,046 1,820 1,938 329 8,882 926 3,944 1,718 2,038 256 -177 0 -102 -102 100 -73 22



令和３年度病床機能報告の結果概要

〇全体の病床数は、令和２年度より177床減少（9,059床 → 8,882床）

〇ただし、構想上は増加を見込む回復期病床が102床減少（1,820床 → 1,718床）し、

減少を見込む慢性期病床が100床増加（1,938床 → 2,038床）

〇主な原因は、次のとおり。

・急性期病床を慢性期病床に転換

・回復期病床を慢性期病床に転換

・削減した病床が回復期病床

〇２０２５年の必要病床数と比較した場合、引き続き地域医療構想の推進に向け議論を

していくことが必要

〇過剰病床機能への転換、１年以上休床となっている場合、休止病床を再稼働する場合

などは地域医療構想調整会議での協議が必要
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外来医療の機能の明確化・連携 令和4年3月17日

厚生労働省資料 抜粋
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外来機能報告の概要 令和4年7月20日

厚生労働省資料 抜粋
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外来機能報告制度の報告項目一覧 令和4年7月20日

厚生労働省資料 抜粋
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令和４年度病床機能報告・外来機能報告のスケジュール

〇 外来機能報告は、病床機能報告と一体的に実施。国から示されているスケジュールは次のとおり。

〇 本県における今年度の外来機能報告対象医療機関は、病床機能報告が必要な医療機関（病院、有床診療所）と同じ。

時 期 内 容

９月中下旬

【厚生労働省】

・対象医療機関に病床機能報告・外来機能報告の依頼（案内資料の郵送）

・報告用Ｗｅｂサイトの開設

・対象医療機関にNDBデータの提供

・問合せ・疑義照会窓口の開設

１０月～１１月 ・対象医療機関からの報告期間

１２月

【厚生労働省】

・データ不備のないものについて、国が集計・とりまとめ

【福井県】

・期間中に報告がなかった医療機関への督促

１月～３月

【厚生労働省】

・都道府県に集計・とりまとめ結果を提供

【福井県】

・地域医療構想調整会議において紹介受診重点医療機関に関する協議

・紹介受診重点医療機関の公表
27



地域医療構想の実現に向けた補助事業の募集①

Ⅰ 中核的な病院の高度医療の推進と急性期医療の特化

事業名 対象医療機関 補助率 補助対象
基準額
（最大補助額：基準額×補助率）

がん診療施設の設備整
備

がん診療連携
拠点病院

1/3
がんの医療機器および臨床検査機器
等の備品購入費

32,400千円

救急搬送車両の整備
地域医療支援病院
地域の中核病院

2/3
患者搬送車の購入および改造費、患
者搬送に必要な資機材の整備

7,000千円

Ⅱ 質の高い回復期の病床を各地域に確保

事業名 対象医療機関 補助率 補助対象
基準額
（最大補助額：基準額×補助率）

地域包括ケア病棟等整
備支援事業（施設）

新たに地域包括ケア病棟
等を整備する救急医療機
関

1/２

急性期から回復期患者を受け入れる
ために必要な施設整備（病棟、リハ
ビリ施設、浴室、トイレ等の新築、
増改築）

面積上限×単価上限
【新築の病院の場合】
（診療所の場合は別の基準）

面積上限：67㎡/床×回復期の病
床数
単価上限：170,000円/㎡
【改修の病院、有床診療所の場合】

面積上限：実際の改修面積
単価上限：156,200円/㎡

地域包括ケア病棟等整
備支援事業（設備）

新たに地域包括ケア病棟
等を整備する救急医療機
関

1/２

急性期から回復期患者を受け入れる
ために必要な設備整備
例 リハビリ機器
ＤＰＣデータ提出のためのシステム
整備、認知症患者を受け入れるため
の設備

10,800千円

※100万円未満（補助額50万円
未満）の事業は補助対象外
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地域医療構想の実現に向けた補助事業の募集②

Ⅲ 地域の医療機関やかかりつけ医との切れ目ない連携

Ⅳ 医療従事者の勤務環境改善

事業名 対象医療機関 補助率 補助対象
基準額
（最大補助額：基準額×補助率）

共同利用の設備整備 ふくいメディカ
ルネットの情報
開示病院等

１/３ 施設整備
（開放型病棟の整備）

面積上限×単価上限
面積上限：13.88㎡/床（耐火構

造）
単価上限：176,300円/㎡（鉄筋

コンクリート）
共同利用施設運営委員会（市町村、
医療機関、郡市医師会、県健康福祉
センター等の参加）の設置、運営委
員会の概ね３か月に１回以上の開催

設備整備
（共同利用高額医療機器
（CT、MRI等）の整備）

２２０，０００千円
共同利用施設運営委員会（市町村、
医療機関、郡市医師会、県健康福祉
センター等の参加）の設置、運営委
員会の概ね３か月に１回以上の開催

外来機能に特化するための施設・設
備整備

病床を廃止する
病院・診療所
※分娩取扱診療
所除く

１/２ 施設整備
（診療所の新築、増改築、改修等）

面積上限×単価上限
面積上限：160㎡
単価上限：156,200円/㎡

設備整備
（医療機器整備等）

16,200千円

事業名 対象医療機関 補助率 補助対象
基準額
（最大補助額：基準額×補助率）

助産師配置支援事業 分娩取扱病院、診療
所

定額 所属する看護師を助産師養成所に修学さ
せるために当該医療機関が要する経費
（授業料、入学料、教材費、学習費等）

1人あたり800千円以内
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地域医療構想の実現に向けた補助事業の募集③

Ⅴ 病床機能再編支援事業

事業名 対象医療機関 補助率 補助対象 基準額

単独支援給付金支給事業

回復期および休止
病床を除く10％
上の病床を廃止す
る病院・診療所
（介護医療院への
転換を除く）

定額 減少する病床数に応じた給付金を支給

統合支援給付金支給事業

地域医療構想に即
した病床機能再編
を実施し統合する
病院・診療所

定額
統合に参加する医療機関に給付金を支
給

債務整理支援給付金支給
事業

統合によって廃止
となる医療機関の
未返済の債務を、
統合後に新たに融
資を受けて返済す
る存続医療機関

定額
融資に係る利子の全部又は一部に相
当する額に係る給付金を支給

承継医療機関が統合によって廃止となる医療
機関の未返済の債務を返済するために、金融
機関から新たに受けた融資に対する利子の総
額。ただし、融資期間は20年、元本に対する
利率は年0.5％を上限として算定する。

病床稼働率 減少する場合の
１床当たりの単価

50％未満 1,140千円

50％以上60％未満 1,368千円

60％以上70％未満 1,596千円

70％以上80％未満 1,824千円

80％以上90％未満 2,052千円

90％以上 2,280千円

〇 方 法：各医療機関における対応方針に関するアンケート調査と合わせて募集

事業計画書などをメール、ＦＡＸまたは郵送で県地域医療課あて提出

〇 期 間：令和４年９月下旬まで

募集方法、期間など
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地域医療課構想と令和４年度診療報酬改定（主なもの）

出典：厚生労働省資料「令和４年度診療報酬改定の概要」
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出典：厚生労働省資料「令和４年度診療報酬改定の概要」
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出典：厚生労働省資料「令和４年度診療報酬改定の概要」
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出典：厚生労働省資料「令和４年度診療報酬改定の概要」
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令和４年度診療報酬改定の詳細

〇資料掲載

厚生労働省ホームページ

「令和４年度診療報酬改定について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

（インターネットで「令和４年度診療報酬改定」と入力して検索）

〇お問合せ先

厚生労働省 近畿厚生局 福井事務所

電話：０７７６－２５－５３７３
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在宅医療・介護提供体制 ①

在宅医療・介護提供体制の推進については、県医療計画、県高齢者福祉計画介護保険事業実施計画
との整合性を図りながら下記の取組み等を実施

〇在宅ケアの推進および医療・介護連携の推進
【入退院支援の充実】
・スムーズな在宅ケアへの移行を支援するため、入退院時において
医療と介護の関係者が必要な情報を共有するための「入退院支援
ルール」を整備。

【地域における在宅医療提供体制の充実】
・在宅患者の急変時に主治医が不在でも対応できるよう、副主治医
による代診や、あらかじめ決めておいた後方支援病院での受け入
れによる24時間の在宅医療提供体制を整える。

・医療・介護の情報を同時に見ることが出来る「ふくいメディカル
ネット」の機能強化を行い、更なる医療・介護連携を図る。

【在宅ケアを支える専門人材の確保・育成】
・「福井県在宅医療サポートセンター」「在宅口腔ケア応援センタ
ー」「在宅薬剤管理指導研修センター」「在宅栄養管理指導研修
センター」を設置し、在宅医療に関する多職種連携による研修会や普及啓発活動を実施。
「福井県版エンディングノート」を作成し、ACP・在宅医療の普及啓発を行う。

・訪問看護ステーションの24時間対応を進めるため、ステーション同士や病院間との連携を促
進するとともに、人材確保を支援。

〇地域包括ケアシステムの深化のための施設整備
・一人暮らしで要介護度が重度の方や認知症の方など、在宅での介護が困難な高齢者を支える
ために、入所・居住系施設の整備を進める。

・介護医療院への転換等などが円滑に行われるように相談対応や施設整備を支援。 等
※第8期福井県高齢者福祉計画介護保険事業支援計画（R3.4～R6.3）より
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在宅医療・介護提供体制

◆参考資料

〇訪問診療利用者数の推移 人/月

※国保・後期・社保レセプトデータ（各年9月に在宅患者訪問診療料または往診料の算定を受けた被保険者数）による

〇施設サービス利用者数（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設）
人/月

※福井県高齢者福祉計画介護保険事業支援計画より

H29 H30 R1 R2 R3

2,958人 3,019人 3,128人 3,392人 3,491人

H29 H30 R1 R2

8,648人 8,652人 8,663人 8,642人
（見込）



在宅医療・介護提供体制

事業名 実施主体 内 容

1

福井県介護施設等整備事業補助金

（介護療養病床→介護保険施設）

※財源：地域医療介護総合確保基金

療養病床をもつ

医療機関

【補助対象】

介護保険適用の療養病床を介護保険施設等に転換する場合の施設整備

【補助基準額（施設）】

１床あたり、改修890千円、改築2,200千円、創設1,780千円 ×入所定員数

【補助率】 定額

2

療養病床転換助成事業補助金

（医療型療養病床→介護保険施設）

※財源は社会保険診療支払基金

療養病床をもつ

医療機関

【補助対象】

医療保険適用の療養病床を介護保険施設等に転換しようする場合の施設整備

【補助基準額（施設）】

１床あたり、改修500千円、改築1,200千円、創設1,000千円 ×入所定員数

【補助率】 定額

◆関連支援事業
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○ ２０２４年４月より医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用され、医師１人当たりの時間外・休日労働は
原則年９６０時間が上限

○ 地域医療の医療提供体制確保のために暫定的に認められる水準（B水準・連携B水準）、集中的に技能を向上
させるために必要な水準（C水準）として、年1,860時間の上限を設定

【医師の長時間労働】

病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、
約１割が年1,860時間超の時間外・休日労働

特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い

【労務管理が不十分】
36協定が未締結や、客観的な時間管理が

行われていない医療機関も存在

【業務が医師に集中】
患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

現状
労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

目指す姿

長時間労働を生む構造的な問題への取組

医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

地域間・診療科間の医師偏在の是正

国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

医療機関内での医師の働き方改革の推進

タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

適切な労務管理の推進

対策

＜行政による支援＞
・医療勤務環境改善センターを
通じた支援
・経営層の意識改革（講習会等）
・医師への周知啓発 等

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保

Ａ（一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務
Ｂ（救急医療等） 1,860時間

※2035年度末
を目標に終了連携Ｂ（医師を派遣する病院）

義務Ｃ-１ （臨床・専門研修）
1,860時間

Ｃ-２ （高度技能の修得研修）

地域医療等の確保

医療機関が医師の労働時間
短縮計画の案を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が計画に基づく
取組を実施

医師の健康確保

面接指導
健康状態を医師が

チェック

休息時間の確保

連続勤務時間制限と勤
務間インターバル規制
（または代償休息）

医師の働き方改革
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区分 対象医療機関の指定要件（概要）

Ｂ水準 ◆「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに対応するために
整備しているもの」・「政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画的な確保を図っている
「５疾病・５事業」」双方の観点から、

ⅰ 三次救急医療機関
ⅱ 二次救急医療機関かつ「年間救急車受入台数 1,000 台以上又は年間での夜間・休日・時間外入院件数 500 件

以上」かつ「医療計画において５疾病５事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」
ⅲ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
ⅳ 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療提供体制の確保のために必要と認める医療機関

◆特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療を提供する
医療機関

連携Ｂ水準 ◆医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関

Ｃ－１水準 ◆都道府県知事により指定された臨床研修プログラム
又は日本専門医機構により認定された専門研修プログラム／カリキュラムの研修機関

Ｃ－２水準 ◆対象分野における医師の育成が可能であること

○医療機関で患者に対する診療に従事する勤務医（診療従事勤務医）の時間外労働の水準に
ついては、その勤務先医療機関の特性に応じて決められる仕組みとなった。

〇B・連携B水準は２０３５年度末を目標に終了予定（以降は年９６０時間が上限）。

2019 ・・・ 2024 ・・・ 2027 ・・・ 2030 ・・・ 2033 ・・・ 2036 ・・・

時間外労
働上限規
制の施行

2035年度末
を目標に
終了年限

（この後
も引き続
き残る）

第７次医療計画 第８次医療計画 第９次医療計画

中間見直し 中間見直し見直し

Ｂ・連携Ｂ水準：実態調査等を踏まえた段階的な見直しの検討

Ｃ水準：研修及び医療の質の評価とともに中長期的に検証

Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準の将来のあり方

各水準の指定要件と将来のあり方



県からの依頼事項（まとめ）

①地域医療構想の推進に関する取組み

・支援制度も活用いただき、引き続き急性期病床から回復期病床への転換、慢性期病床から介護施設・在宅医療への

移行、休止病床の削減など地域医療構想の推進に資する取組みをお願いしたい。

②事前の情報提供・相談

・稼働していない病床を再稼働しようとする場合、新たな医療機関の開設や病床整備を計画する場合、開設者を変更

しようとする場合など地域医療構想に影響する手続を実施する際、県に対し事前の情報提供・相談をお願いしたい。

③対応方針に関するアンケート調査

・民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針を策定するに当たり、2025年において担う役割の意向、2025年の医療

機能ごとの病床数の方針・その考え方などに関するアンケート調査に御協力いただきたい（次ページに説明）。

④令和４年度病床機能報告・外来機能報告

・対応方針に関するアンケート調査への回答と整合をとって、ご報告をお願いしたい。

・アンケート結果について、個別にお聞きすることもあるので、その際は御協力をお願いしたい。

⑤地域医療構想調整会議

・対応方針に関するアンケート結果は、各医療機関および地域医療構想調整会議で共有する予定

・次の場合は、地域医療構想調整会議に出席いただき、協議に参加を求めることがあるのでご協力をお願いしたい。

過剰病床機能に転換した場合（予定を含む。）、１年以上休床している場合、休止病床を再稼働する場合、

新たに医療機関や病床を整備する場合、開設者変更の場合（同一性が担保されない場合）、その他必要な場合

公立病院については、総務省から「公立病院経営強化プラン」に関する策定状況等調査の照会があったため、対応方針に関す

るアンケート調査に加え、ご協力をお願いしたい（提出期限、提出先：８月１２日。福井県市町協働課あて）。
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対応方針に関するアンケート調査の実施

・都道府県は、地域医療構想調整会議において合意した対応方針を取りまとめること。

・対応方針には、次の内容を含むこと。

① ２０２５年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割

② ２０２５年に持つべき医療機能ごと（高度急性期、急性期、回復期、慢性期など）の病床数

対応方針とは（平成30年2月7日付け厚生労働省通知）

〇目 的：地域医療構想にかかる民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針策定が必要となったため、現時点

における意向を再確認し、今後の地域医療構想調整会議において協議する際の基礎資料を作成する。

〇対 象：一般病床、療養病床を有する病院、有床診療所（病床機能報告の対象医療機関）

〇内 容：①２０２５年において担う役割の意向

がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患、周産期、小児、救急、災害、へき地、在宅、透析、

感染症、難病、高齢化に伴い増加する疾患、その他

②２０２２年７月１日時点の医療機能ごとの病床数

③２０２５年の医療機能ごとの病床数の方針およびその考え方

④稼働していない病床の対応方針、新たな医療機関や病床整備を行う計画、開設者の変更予定

⑤地域医療構想の推進に関する意見 など

・期 間：令和４年９月下旬まで。メール、ＦＡＸまたは郵送で県地域医療課あて提出

アンケート調査の実施（案）
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当面のスケジュール

時 期 内 容

９月下旬
・各医療機関から「対応方針に関するアンケート」および「地域医療構想の実現に向けた

補助事業活用希望」の提出

９月末 ・県から厚生労働省に検討状況の報告

１０月中 ・各医療機関が厚生労働省に「令和４年度病床機能報告・外来機能報告」を提出

１１月～１２月

【第１回 地域医療構想調整会議】

・各医療機関の対応方針アンケートを踏まえ今後の進め方などを議論

・休止病床、過剰機能病床への転換（予定含む。）などをした医療機関に関する協議

２月～３月
【第２回 地域医療構想調整会議】

・国の第８次医療計画に関する動向を共有。令和５年度の進め方を説明

３月 ・県から厚生労働省に検討状況の報告
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〇地域医療構想に関すること

福井県健康福祉部地域医療課 医療体制強化グループ

電 話 ０７７６ー２０ー０３９７

ＦＡＸ ０７７６－２０ー０６４２

メール iryou@pref.fukui.lg.jp

〇公立病院経営強化プランの策定に関すること（市町立、一部組合立）

福井県地域戦略部市町協働課 財政グループ

電 話 ０７７６－２０－０２６１

ＦＡＸ ０７７６－２０－０６３１

メール shimachi-kyodo@pref.fukui.lg.jp

お問合せ先①
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〇医師の働き方改革に関すること

福井県健康福祉部地域医療課 医療人材確保グループ

電 話 ０７７６ー２０ー０３４５

ＦＡＸ ０７７６－２０ー０６４２

メール iryou@pref.fukui.lg.jp

〇在宅医療・介護提供体制に関すること

福井県健康福祉部長寿福祉課 地域包括ケアグループ

電 話 ０７７６－２０－０３３０

ＦＡＸ ０７７６－２０－０６４２

メール choju@pref.fukui.lg.jp

お問合せ先②
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